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『『小諸市公共施設等総合管理計画小諸市公共施設等総合管理計画』 』 をを
策定します【第 4回】策定します【第 4回】

　小諸市では、これまでにお知らせしてきました公共施設等の
現状を取りまとめた「小諸市公共施設白書（平成28年 3 月公表）」
に基づき、今後の公共施設等のあり方や、管理・運営方法の見
直しを図るため、 7つの基本方針を下記のように考えています。

▼問い合わせ先
　財政課　検査・施設計画担当

小諸市公共施設等総合管理計画
基本方針（案）

公共施設
に関する基本方針

①公共施設の総量縮減をめざします
・現在の財政状況を考慮すると、全ての施設を再整備することは非常に困難なこ
とから、今後も継続して必要な施設のみを再整備します。
・施設再整備の際は、他施設との統合や民間施設の賃借等の様々な視点から検討
し、経費削減と総量の縮減に努めます。

②新規施設の整備は原則として行いません
・特殊な事情がある場合を除き、原則として新規施設の整備は行いません。
・既存施設の用途変更や、民間施設の賃借等により、必要な機能の確保をめざし
ます。

③公共施設の有効活用を図ります
・公共施設の貸出範囲や方法を見直します。
・遊休資産の貸付や売却等を進めます。
・公共施設を活用して、自主財源の確保に努めます。

インフラ施設
（道路・橋梁・上下水道等）

に関する基本方針

④適切な維持管理を実施して長寿命化をめざします
・インフラ施設は、整備後に減らすことが困難な施設です。少しでも長く使える
ように適切な管理を進めます。

⑤新たな需要に伴うインフラ施設の整備は効率的な対応します
・新規整備に係る情報公開を進め、関連事業者との連携を強化することでムダの
無い効率的な事業展開を図ります。

⑥新規整備は将来の維持管理や更新に配慮した設計をめざします
・将来の維持管理経費の縮減を図るため、管理・更新しやすい設計をめざします。

公民連携の
推進

⑦施設の整備や維持管理に関して市民及び民間事業者等の力を積極的に活用します
・一部の施設では、地域の皆様の手による維持管理や運営が図られています。今
後は、対象となる施設を広げ、地域の皆様が利用しやすい体制の構築をめざし
ます。また、民間事業者が持つ施設管理や運営のノウハウを活用して、経費の
縮減やサービスの向上をめざします。

※この基本方針は、現在の案です。
今後の検討の中で変更となる場
合があります。

　この基本方針に基づき、公共施設等の管理や運営方法の見直
し等を実施する予定です。


